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高知県公安委員会の事務の委任に関する規則の一部を改正する規則について

公開日 2012年 10月 23日

１ 規則等の題名

高知県公安委員会の事務の委任に関する規則の一部を改正する規則（平成 24 年高知県
公安委員会規則第 13号）

２ 根拠法令・条項

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律（平成 24 年法
律第 53号）

３ 規則等の制定日

平成２４年１０月２３日（火曜日）

４ 結果公示の日

平成２４年１０月２３日（火曜日）

５ 適用除外条項

高知県行政手続条例（平成７年高知県条例第 45号）第 38条第４項第８号に該当

６ 適用除外の理由

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の制定に伴

い、当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微

な変更であるため。

７ 規則等の概要

高知県公安委員会の事務の委任に関する規則の一部を改正する規則及び新旧対照表

別添のとおり

８ 参考資料

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律

別添のとおり

９ 担当課・連絡先

高知県警察本部刑事部組織犯罪対策課

℡：088－ 826－ 0110（内線 4554）



公 安 委 員 会 規 則

高 知 県 公 安 委 員 会 の 事 務 の 委 任 に関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る

規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 24年 10月 23日

高 知 県 公 安 委 員 会 委 員 長 山 﨑 實 樹 助

高 知 県 公 安 委 員 会 規 則 第 13号

高 知 県 公 安 委 員 会 の 事 務 の 委任 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改

正 す る 規 則

高 知 県 公 安 委 員 会 の 事 務 の 委 任 に関 す る 規 則 （ 平 成 ４ 年 高 知 県

公 安 委 員 会 規 則 第 ２ 号 ） の 一部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 １ 条 中 「 の 規 定 並 び に 」を 「 並 び に 」 に 改 め る 。

第 ３ 条 第 １ 号 中 「 第 ３ 号 」 を 「 以下 こ の 条 」 に 改 め 、 同 条 第 ３

号 中 「 同 条 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 」 を 「同 条 第 ４ 項 及 び 第 ５ 項 」 に 改

め 、 同 条 に 次 の １ 号 を 加 え る 。

(４ ) 暴 力 団 対 策 法 第 30条 の 11第 １ 項 の 規 定 に 係 る 仮 の 命 令 に

係 る 同 条 第 ３ 項 及 び 第 ４項 に 規 定 す る 事 務

第 ４ 条 中 「 及 び 第 30条 の ３ 」 を 「 、 第 30条 の ３ 、 第 30条 の ７ 第

１ 項 及 び 第 30条 の 10第 １ 項 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 24年 10月 30日 か ら 施 行 す る 。



新 旧 対 照 表

新 旧

高知県公安委員会の事務の委任に関する規則（抜粋） 高知県公安委員会の事務の委任に関する規則（抜粋）

（趣旨） （趣旨）

第１条 この規則は、道路交通法（昭和35年法律第105号。次条において「道交法」 第１条 この規則は、道路交通法（昭和35年法律第105号。次条において「道交法」

という。）第114条の２第１項並びに暴力団員による不当な行為の防止等に関す という。）第114条の２第１項の規定並びに暴力団員による不当な行為の防止等

る法律（平成３年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。）第42条第１項及 に関する法律（平成３年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。）第42条第

び第３項の規定に基づく高知県公安委員会（次条において「公安委員会」という。） １項及び第３項の規定に基づく高知県公安委員会（次条において「公安委員会」

の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。 という。）の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

（暴力団対策法第42条第１項の規定に基づく委任） （暴力団対策法第42条第１項の規定に基づく委任）

第３条 暴力団対策法第42条第１項の規定に基づき、次に掲げる事務を本部長に委 第３条 暴力団対策法第42条第１項の規定に基づき、次に掲げる事務を本部長に委

任する。 任する。

(１) 暴力団対策法第35条第１項の規定による命令（以下この条において「仮の (１) 暴力団対策法第35条第１項の規定による命令（第３号において「仮の命令」

命令」という。）に関する事務 という。）に関する事務

(２) 略 (２) 略

(３) 暴力団対策法第15条第１項の規定に係る仮の命令に係る同条第４項及び第 (３) 暴力団対策法第15条第１項の規定に係る仮の命令に係る同条第３項及び第

５項に規定する事務 ４項に規定する事務

(４) 暴力団対策法第30条の11第１項の規定に係る仮の命令に係る同条第３項及

び第４項に規定する事務

（暴力団対策法第42条第３項の規定に基づく委任） （暴力団対策法第42条第３項の規定に基づく委任）

第４条 暴力団対策法第42条第３項の規定に基づき、暴力団対策法第11条第１項、 第４条 暴力団対策法第42条第３項の規定に基づき、暴力団対策法第11条第１項、

第12条第２項、第12条の６第１項、第18条第１項、第22条第１項、第26条第１項、 第12条第２項、第12条の６第１項、第18条第１項、第22条第１項、第26条第１項、

第30条、第30条の３、第30条の７第１項及び第30条の10第１項の規定による命令 第30条及び第30条の３の規定による命令を警察署長に委任する。

を警察署長に委任する。
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